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デジタル人材育成を推進していくうえでの課題

○理工・デジタル分野の学部転換等も進む中、学んだ理系人材が地域を支える人材として活躍す

るために、産官学がどのように連携を図ることができるか。

○大学生の半分が人文・社会科学系である現状を踏まえ、理系転換のみならず、人文・社会科学

系をはじめとした理工・デジタル分野以外の学生も含めて、理数的素養を身につける教育をどの

ように浸透させていくか。

（観点）

➢ 2040年の就業構造推計を踏まえると、専門分野を問わず、AIやデータを理解したうえで

実践的に活用できる人材の確保が重要であり、そのためには人文・社会科学系の分野も

含めた様々な分野に応用基礎レベル相当の数理・データサイエンス・AI教育を拡大してい

くことが必要

➢ DXハイスクール校をはじめ高等学校においても探求的な学びとしてAIやデータサイエンスを扱

う事例も生まれているなか、高大接続を通した教育のアップデートが重要

➢ 生成AI等による技術革新や社会変容のスピードに教育が遅れを取らないよう、最新の技術

や実課題を学び、課題解決力を養うための産業界との連携も益々不可欠
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参考資料１ 日本成長戦略会議関係
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◆「強い経済」を実現する総合経済対策
   ～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～（令和７年11月21日閣議決定）

第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策

第１節 生活の安全保障・物価高への対応

２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定

（６）公教育の再生・教育無償化への対応

（教育無償化への対応）

いわゆる高校無償化と併せて公立高校や専門高校等への支援の拡充を図るため、政党間の合意に基づき、安定財

源を確保した上で、交付金等の新たな財政支援の仕組みを構築することを前提に、国から 2025 年度中に提示される

「高校教育改革に関するグランドデザイン 2040（仮称）」に沿った緊要性のある取組等について、都道府県に造成す

る基金等により先行的に支援する。

2026年度から小学校におけるいわゆる「給食無償化」を円滑に実施するため、給食未実施校における給食施設整

備や地方公共団体における給食費の公会計化等の取組について、先行的に支援を実施する。

（質の高い公教育の再生）

ＧＩＧＡスクール構想を引き続き国策として推進する。すなわち、個別最適な学びの実現に向け、学校・教育委員

会における生成ＡＩの活用に向けた利活用事例の創出や実証研究、情報教育に係る学習者用教材の開発等に取り

組むとともに、その基盤として端末更新を着実に進める。教職員の働き方改革のため、次世代校務ＤＸ環境の整備支

援や優良事例の横展開等を実施する。高校段階からのデジタル人材育成を強化するため、デジタルを活用した探究・

文理横断・実践的な学びの取組等を行うＤＸハイスクールを推進する。これらに加え、教育データ利活用を推進し、教

育ＤＸを加速する。（略）

令和７年度総合経済対策の記述（抜粋）
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第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策

第１節 生活の安全保障・物価高への対応

５．未来に向けた投資の拡大

（１）先端科学技術の支援

  （略）物価上昇等を踏まえた国立大学法人等の基盤的経費の確保による基礎研究の支援、国立研究開発法人

等の施設・設備の機能強化、戦略的に重要な技術領域における認証関連設備の整備を進める。

（４）人への投資の促進

（未来成長分野に挑戦する人材の育成）

  （略）未来成長分野に挑戦する人材育成のための大学改革を行うとともに、高等専門学校等の職業教育を充実す

る。特に、将来の社会・産業構造の変化等を踏まえ、大学・高等専門学校における理工・デジタル系人材育成の強化

や文理分断からの脱却を図るため、成長分野転換基金の拡充・活用を行うこととし、成果目標の達成状況を踏まえそ

の後の必要な予算の措置を検討する。

大学院での実施状況等を踏まえつつ、学部段階における授業料後払い制度の着実な実施等に向けて取り組む。

高校から大学までを通じた産業イノベーション人材を育成するためのシステム改革を一体的に推進する。

令和７年度総合経済対策の記述（抜粋）

「未来成長分野に挑戦する人材の育成」については、日本成長戦略本部における総理指示を踏まえ、

文部科学省内に「人材育成システム改革推進タスクフォース」を設置し、

高校から大学・大学院まで一気通貫した人材育成システム改革に向けたビジョンの策定を検討していく予定
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参考資料２ 大学・高専機能強化支援事業見直しの詳細
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大学・高専機能強化支援事業 支援１ 見直し内容

【見直しのポイント】
✓支援１（成長分野への学部等再編）については、既存の支援メニューを継続(「成長分野転換枠」)の上、大規模私立大学を中心に
文系→理系転換を促す「大規模文理横断転換枠」を新設

見直し後

「成長分野転換枠」（継続）

⚫支援対象、支援内容、受付期間はこれまでと変更なし
※工学→デジタルのような理系→理系の学部等転換も可

⚫申請要件等：
新たに、各大学の学部等転換の具体的構想が
①総合科学技術・イノベーション会議において検討されている「重要技術領域」等の政
府方針との関係性

②各地域における人材需給状況を踏まえた、地元自治体や産業界等との人材ニーズ
や構想内容等について協議状況

について要件化

⚫「産業人材育成プラン」への対応として、産業界との連携実施の場合に助成率引き上
げを追加

「大規模文理横断転換枠」（新規）
※大規模大学を含む将来の社会・産業構造変化を見据えた文理横断の学部再編等を
支援

⚫支援対象：私立・公立の大学の学部・学科、
理工農の学位分野が対象（継続分と同様）

⚫受付期間：令和14年度まで（変更なし）

⚫支援内容：施設・設備等の支援額を引き上げるとともに、新設・拡充する理系学部
の教員人件費、土地取得費、定員減を行う文系学部の教育の質向上
支援等について新たに支援
※原則8年、最長10年支援、1件あたり最大40億円程度

⚫申請要件：文系学部の定員減を伴う学部等再編を要件化
(理系→理系転換は支援対象外)

現行

学部再編等による特定成長分野（デジタル・グリー
ン等）への転換等（支援１）
 
○支援対象：私立・公立の大学の学部・学科

理工農の学位分野が対象

○支援内容：学部再編等に必要な経費
20億円程度まで（定額補助）
原則８年以内（最長10年）支援

○受付期間：令和14年度まで
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大学・高専機能強化支援事業 支援２ 見直し内容

【見直しのポイント】
✓支援２の受付期間を原則令和10年度まで３年間延長
✓支援２（高度情報専門人材育成）については、高専の取組を継続支援するとともに、経済成長や経済安全保障上、特に重点的に人
材育成に取り組む分野を支援する「重点分野支援枠」を新設

✓公私立の高専新設・転換を支援するため、高専新設・転換の上限額を20億円まで引き上げ

見直し後

「高度情報専門人材育成枠」（継続）

〇支援対象：国公私立の高専（情報系分野が対象）
※大学は対象外

〇支援内容：これまでと同様（1件あたり10億円まで）
但しハイレベル枠は終了
※高専新設・転換の場合、上限額を20億円まで引き上げ

〇受付期間：原則令和10年度まで

「重点分野支援枠」（拡充）

〇重点分野の人材育成を行う大学院研究科・専攻等の設置等支援
⚫支援対象：国公私立の大学（大学院段階）・高専
⚫支援内容：AI、半導体、量子、造船、バイオ、航空等の経済成長の実現に資する

重点分野に係る大学の研究科・専攻等の設置等に伴う体制強化
1件あたり10億円まで、最長10年支援
施設・設備整備費、教員人件費等

⚫受付期間：原則令和10年度まで

現行

高度情報専門人材の確保に向けた機能強化
（支援２） 

○支援対象：国公私立の大学（大学院段階）・
高専 情報系分野が対象

○支援内容：大学の学部・研究科の定員増等に伴
う体制強化、高専の学科・コースの新
設・拡充に必要な経費
10億円まで（定額補助）
最長10年支援
※ハイレベル枠（規模や質の観点か
ら極めて高い効果が見込まれる）は
20億円まで支援

○受付期間：原則令和7年度まで
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「大学・高専機能強化支援事業」に係る成果検証（概要）

（本事業の成果等）
⚫ 本事業は、令和５年度から令和７年度にかけて、これまで３回公募を行い、支援１及び支援２合計で計261件の取
組を選定。

⚫ 支援１：153件 支援２：108件 このうち、８件はハイレベル枠として選定
これにより、約2.2万人の理系学部の入学定員が増加する見込み

⚫ 地域別に見た選定状況
支援１：共愛学園前橋国際大学の例

群馬県に所在する共愛学園前橋国際大学では、地域課題解決に資するデジタル人材と同県の主要産業
である食を柱とするグリーン人材の育成を目的に令和８年度にデジタル共創学部を設置予定。

支援２：滋賀大学の例
滋賀県に所在する滋賀大学においては、我が国初のデータサイエンス学部を設置した経験や、トヨタグループの
DX中核人材の育成をはじめとする企業との産学連携の実績を活かし、支援２において、 リカレント教育を含め、
実践的な教育をさらに推進・強化する予定。

地理的・社会経済的な観点からの高等教育の機会均等の実現にも寄与。

（本事業の課題等）
⚫ 第３回申請においては、件数、採択率ともに漸減傾向にあること。また、一部の取組において、学生や教員の確保が困難

等の理由により、事業完了前の廃止等が発生。

⚫ 本事業開始後における社会・経済状況の変化により、真に必要な人材を育成する観点で、不断の教育課程の見直しが
求められる。

⚫ 学生を確保する上で、都市部における理系転換（入学定員の増加）を積極的に進める必要。

⚫ 「大学等の理系転換・拡充による人材育成機能強化会議」を通じた情報発信や大学等の取組を適切にフォローしていく必
要。
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「大学・高専機能強化支援事業」に係る成果検証①
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「大学・高専機能強化支援事業」に係る成果検証②
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「大学・高専機能強化支援事業」に係る成果検証③

https://www.niad.ac.jp/josei/report/follow-up/ 26



参考資料３ 数理・データサイエンス・AI教育の推進
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リテラシーレベル 認定612件（プラス選定 33件) ※認定を受けている大学等数は609校

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度 
認定及び選定件数（令和８年２月時点）

【内訳（括弧内はプラス選定の件数）】

・ 国立大学 77件 （20件） ・ 短期大学 64件（0件）

・ 公立大学 45件 （1件） ・ 高等専門学校 57件（2件）

・ 私立大学 369件 （10件）

応用基礎レベル 認定388件（プラス選定 26件)  ※いずれかの単位で認定を受けている大学等数は263校

【内訳（括弧内はプラス選定の件数）】

・ 国立大学 43件 （11件）

・ 公立大学 13件 （0件）

・ 私立大学 60件 （4件）

・ 短期大学 3件 （0件）

・ 高等専門学校 39件 （1件）

① 大学等単位： 158件 （16件) ② 学部・学科単位：230件 （10件）

・ 国立大学 71件 （5件）

・ 公立大学 12件 （1件）

・ 私立大学 123件 （4件）

・ 短期大学 1件 （0件）

・ 高等専門学校 23件 （0件）

応用基礎レベルは学部・学科単位での申請が可能
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数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度 

認定校数・育成規模の推移（リテラシーレベル）
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数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度 

認定校数・育成規模の推移（応用基礎レベル）

AI戦略で掲げられた目標の育成規模（25万人/年）を達成！！
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＜リテラシーレベルの推移＞

令和8年
2月時点

認定校数 全大学等数

認定割合

全体 609校 1147校 53%

国立大学 76校 81校 94%

公立大学 45校 100校 45%

私立大学 367校 615校 60%

短期大学 64校 293校 22%

高等専門学校 57校 58校 98%

※全大学等数は学校基本調査より参照
（学部を置かない大学は除く）

＜応用基礎レベルの推移＞

令和8年
2月時点

認定校数 全大学等数
認定割合

全体 263校 1147校 23%

国立大学 63校 81校 78%

公立大学 24校 100校 24%

私立大学 125校 615校 20%

短期大学 4校 293校 1.4%

高等専門学校 47校 58校 81%

※全大学等数は学校基本調査より参照
（学部を置かない大学は除く）

※「大学等単位」または「学部・学科単位」の
いずれかで認定を受けている大学を計上

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度 認定校数の推移
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●九州地区での事例

➢ 2024年５月 九州ブロックと九州経済産業局

が連携し、「社会のデータ・AI等活用事例動画」

を制作・公開

➢ 「IT×農業」や「AI×農業」をはじめ、「水産養

殖」「医療機関」「小売業」など、大学の授業での

活用を想定した社会におけるデータ・AIの利活

用をテーマとした企業等の事例を紹介。

コンソーシアムと産業界が連携したデジタル人材育成の取組

●関東地区での事例

➢ 2024年度より関東ブロックと関東経済産業局が

連携し、中堅・中小企業等と大学等が抱える

各々のニーズ・シーズを取り纏め、両者をマッチング

する体制を構築し、産学連携交流会を実施。

➢ 共同研究やPBL実施に向けた連携、企業の実

務者としての大学での講演や工場見学等の具

体的なマッチング事例が生まれている。

【関東経済産業局との連携体制】

【産学連携交流会の様子】
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